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�愛媛県告示第４０４号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成３０年４月２０日

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第４０６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４０７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４０８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４０５号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４０９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成３０年５月１９日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

平成３０年５月１９日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成３０年６月１７日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

平成３０年６月１７日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

宇都宮内科クリニック 西予市宇和町卯之町三丁
目３０９番地 平成３０年４月１日

コスモ調剤薬局 三島店 四国中央市中之庄町１２３
番２ 平成３０年４月１日

ならの木薬局 ビギン 今治市北日吉町一丁目８
番１７号 平成３０年４月１日

フロンティア薬局 宇和中
央店

西予市宇和町卯之町三丁
目１４９ 平成３０年４月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

西条道前病院新居浜診療所 新居浜市西町１－１２ 平成２９年１２月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

大洲ななほしクリニック 大洲市東若宮１６番２号 平成２９年６月１日

佐 々 木 歯 科 医 院 西予市城川町下相９６７番
地 平成３０年３月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番１
号 いわまつ薬局 宇和島市津島町高田丙５４２ 平成３０年３月２０日

愛 媛 県 報平成３０年４月２０日 第２９６８号

３２０



��������������

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第４１３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（空中写真撮影・オルソ作成）

２ 作業期間 平成３０年６月１日から

平成３１年３月３１日まで

３ 作業地域 �万高原町

�������
�愛媛県告示第４１４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正、国

土広域情報修正）

２ 作業期間 平成２９年４月１日から

平成３０年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県内全域

�愛媛県告示第４１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４１１号
指定居宅介護支援事業者の指定（平成２９年１２月愛媛県告示第１２９９号）は、廃止する。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４１２号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４１５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番１
号

ラポール訪問看護ステーショ
ン

宇和島市恵美須町１丁目４番
２３号 平成３０年３月１日

有限会社 アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番１
号 いわまつ薬局 宇和島市津島町高田丙５４２ 平成３０年３月２０日

随意契約に係る物品等又
は特定役務の名称及び数
量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

えひめ電子入札共同システ
ム保守管理業務

愛媛県土木部土木管理
局土木管理課技術企画
室
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成３０年３月２９日
富士通株式会社松山支店
支店長 河上 彰
愛媛県松山市永代町１３番
地

４１，２２３，６００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による。

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

合同会社つむぎ 居宅介護支援事業所 月と太陽 愛媛県東温市横河原１３１６－１９ 平成２９年１１月１７日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成３０年４月２０日 第２９６８号

３２１



�愛媛県告示第４１６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県中予保健所及び

松前町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予保健所長 三 木 優 子

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

代表取締役社長 日覺 昭廣

２ 工場の名称及び所在地

東レ株式会社愛媛工場

伊予郡松前町大字筒井１５１５番地

３ 特定施設に関する事項

� ＳＤ－１ｍ／ｃ紡糸機

� ＣＤ－１ｍ／ｃ表面処理装置

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 西地区回収留出液排水処理設備２

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第２１号イ 湿式紡糸
施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３．５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 平成３０年５月１４日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成３０年１１月１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成３１年１月７日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６１，３５０

最大 ６１，３５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４５

最大 ７６

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 平成３０年７月１日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成３０年１１月３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成３１年３月３１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３．８～８．０

最大 １．２～１０．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ６４．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１０

最大 ０．１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８６

最大 １３０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２１号ロ 未精錬繊維
の薬液処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり０．５６トン処理

設 置 年 月 日 平成２６年５月３０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製及び鉄骨＋ＡＬＣ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１５．４メートル 横２３．６メートル
高さ８．７５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４３０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 浸漬型平膜分離活性汚泥方式＋活性炭吸
着方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～１１．０

最大 ７．０～１１．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

愛 媛 県 報平成３０年４月２０日 第２９６８号
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� 西地区表面処理液排水処理設備２

５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

� 第１排水口

� 第２排水口

�������
�愛媛県告示第４１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市荏原地区土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

退 任

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７．０

最大 ６５．０

通常 ２０．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ２３

通常 １８

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９．０

最大 ７０．０

通常 ４９．０

最大 ４９．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

通常 ３．２０

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７４

最大 ４３０

通常 ３７４

最大 ４３０

設 置 年 月 日 平成２４年７月１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート、ＰＶＣ及びＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１０．５メートル 横９．０メートル
高さ６．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，２００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．８～８．０

最大 １．２～１０．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 ２０．０

通常 ３．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ３．０

通常 ２．４

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１０

最大 ０．１０

通常 ０．１０

最大 ０．１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８５９

最大 １，０５２

通常 ８５９

最大 １，０５２

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．２

最大 １５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．６

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８２

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９３，１７０

最大 １２８，０８１

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．１

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６１

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８，４８０

最大 ２４，０６１

備考 この他に雨水排水口が６箇所ある。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 光 田 勇 松山市中野町４４０－１
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�愛媛県告示第４１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市南高井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

浮穴土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市垣生土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 本 兼 弘 松山市南高井町８５１

〃 河 本 達 也 松山市南高井町１６３３

〃 相 原 金 吾 松山市南高井町２３２－２

〃 井 門 裕 昭 松山市南高井町７９５－１

〃 天 野 利 行 松山市南高井町１５６７－２

〃 相 原 秀 一 松山市南高井町１１６９

〃 安 川 敬 三 松山市南高井町６７５

監 事 井 門 徹 松山市南高井町８１２－２

〃 竹 村 章 松山市南高井町５６９－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 本 兼 弘 松山市南高井町８５１

〃 相 原 金 吾 松山市南高井町２３２－２

〃 相 原 修 由 松山市南高井町１２９８

〃 河 原 忠 則 松山市南高井町１６５０－２

〃 天 野 利 行 松山市南高井町１５６７－２

〃 安 川 敬 三 松山市南高井町６７５

〃 井 門 裕 昭 松山市南高井町７９５－１

監 事 井 門 徹 松山市南高井町８１２－２

〃 石 丸 仁 志 松山市南高井町８０１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 田 光 一 松山市森松町８５９

〃 重 松 政 弘 松山市森松町７５２

〃 重 松 良 夫 松山市森松町３８６

〃 渡 部 勇 起 松山市森松町８５４

〃 立 � 豊 樹 松山市井門町１３５４

〃 橘 � 松山市井門町７５２

〃 武 政 哲 廣 松山市井門町７１８

〃 橘 寿 幸 松山市井門町１１７

監 事 中 川 功 一 松山市森松町５９１－５

〃 渡 部 敬 次 松山市井門町３０４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 田 光 一 松山市森松町８５９

〃 重 松 政 弘 松山市森松町７５２

〃 重 松 良 夫 松山市森松町３８６

〃 渡 部 勇 起 松山市森松町８５４

〃 立 � 豊 樹 松山市井門町１３５４

〃 橘 � 松山市井門町７５２

〃 武 政 哲 廣 松山市井門町７１８

〃 橘 寿 幸 松山市井門町１１７

監 事 中 川 功 一 松山市森松町５９１－５

〃 渡 部 敬 次 松山市井門町３０４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 矢 雄 哲 松山市西垣生町３８８－４

〃 藤 崎 温 松山市東垣生町５７９

〃 大 原 泰 夫 松山市西垣生町８８８－４

〃 藤 村 恒 味 松山市西垣生町１０６４－２

〃 中 矢 和 幸 松山市西垣生町１２８９

〃 中 矢 昌 吾 松山市西垣生町１４１６

〃 松 田 伸 一 松山市東垣生町５８７

〃 木 村 政 寛 松山市東垣生町９３－１

監 事 秀 野 東洋夫 松山市東垣生町５５７

〃 木 村 不二夫 松山市西垣生町４０４

〃 三 原 國 弘 松山市西垣生町６４０－１

〃 中 矢 進 策 松山市西垣生町１５０８

〃 松 尾 茂 松山市東垣生町４７－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秀 野 俊之助 松山市東垣生町５５２

〃 土 川 貢 松山市東垣生町２４７－１

〃 武 市 佳 紀 松山市東垣生町８０７－１

〃 中 矢 雄 哲 松山市西垣生町３８８－４

〃 藤 村 恒 味 松山市西垣生町１０６４－２

〃 大 原 泰 夫 松山市西垣生町８８８－４

〃 大 原 � 直 松山市西垣生町１７１３－８

〃 中 矢 和 幸 松山市西垣生町１２８９

監 事 藤 崎 温 松山市東垣生町５７９

〃 福 岡 三 郎 松山市東垣生町３６－４

〃 木 村 不二夫 松山市西垣生町４０４

〃 中 矢 進 策 松山市西垣生町１５０８

〃 三 原 國 弘 松山市西垣生町６４０－１
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�愛媛県告示第４２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市古川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市保免土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

退 任

�������
�愛媛県告示第４２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市志津川町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市余戸土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 尚 正 松山市古川西３丁目６－１９

〃 松 本 浩 二 松山市古川西１丁目１２－５

〃 大 西 憲 治 松山市古川南２丁目１６－３１

〃 堀 田 和 雄 松山市古川南２丁目１４－１

〃 有 光 晃 松山市古川南２丁目１３－２１

〃 今 村 邦 夫 松山市古川西２丁目１－３

〃 大 西 光 章 松山市古川北１丁目１５－８

〃 今 村 祐 一 松山市古川南２丁目１７－３０

〃 松 本 清 孝 松山市古川西３丁目１４－１８

〃 今 村 泰 藏 松山市古川南２丁目２－１１

〃 有 光 � 計 松山市古川南３丁目１８－２４

〃 今 村 勝 松山市古川南２丁目１０－２２

〃 堀 内 英 昭 松山市古川北４丁目１０－２１

〃 林 滋 松山市古川北４丁目１１－２

監 事 浅 井 正 廣 松山市古川北４丁目７－１２

〃 大 西 正 松山市古川南３丁目１８－７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 浩 二 松山市古川西１丁目１２－５

〃 堀 田 和 雄 松山市古川南２丁目１４－１

〃 有 光 晃 松山市古川南２丁目１３－２１

〃 今 村 健 二 松山市古川南１丁目１６－２５

〃 高 市 茂 松山市古川南２丁目１７－１５

〃 大 西 尚 正 松山市古川西３丁目６－１９

〃 松 本 健 一 松山市古川西３丁目４－６

〃 大 西 光 章 松山市古川北１丁目１５－８

〃 今 村 邦 夫 松山市古川西２丁目１－３

〃 有 光 � 計 松山市古川南３丁目１８－２４

〃 今 村 祐 一 松山市古川南２丁目１７－３０

〃 堀 内 英 昭 松山市古川北４丁目１０－２１

〃 今 村 泰 藏 松山市古川南２丁目２－１１

〃 松 本 清 孝 松山市古川西３丁目１４－１８

監 事 浅 井 正 廣 松山市古川北４丁目７－１２

〃 大 西 憲 治 松山市古川南２丁目１６－３１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 国 安 松山市保免西１丁目２－６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 本 彰 松山市志津川町２

〃 杉之内 俊 二 松山市志津川町３０３－１

〃 岡 本 定 松山市志津川町１０８

〃 門 屋 康 郎 松山市志津川町７０－１

〃 市 田 尚 史 松山市志津川町９２－１

〃 門 屋 宏 通 松山市志津川町７８

〃 倉 田 廣 明 松山市志津川町３４７

〃 石 井 政 夫 松山市志津川町１０６

〃 杉之内 豊 彦 松山市志津川町２８９－３

〃 白 石 利 範 松山市志津川町３３８－２

監 事 山 本 文 則 松山市志津川町３６５

〃 岡 本 和 夫 松山市志津川町６５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 本 彰 松山市志津川町２

〃 杉之内 俊 二 松山市志津川町３０３－１

〃 岡 本 定 松山市志津川町１０８

〃 門 屋 康 郎 松山市志津川町７０－１

〃 青 木 勝 松山市志津川町６０－２

〃 門 屋 宏 通 松山市志津川町７８

〃 倉 田 廣 明 松山市志津川町３４７

〃 石 井 政 夫 松山市志津川町１０６

〃 杉之内 豊 彦 松山市志津川町２８９－３

〃 白 石 利 範 松山市志津川町３３８－２

監 事 山 本 文 則 松山市志津川町３６５

〃 岡 本 和 夫 松山市志津川町６５

愛 媛 県 報平成３０年４月２０日 第２９６８号
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退 任

�������
�愛媛県告示第４２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市吉藤土地改良区から次のとおり役員が氏名を変更した旨の届

出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�������
�愛媛県告示第４２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市高岡土地改良区から次のとおり役員が氏名を変更した旨の届

出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�������
�愛媛県告示第４２７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成３０年４月２０日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成３０年４月１１日

３ 指定道路の位置

伊予郡松前町大字北黒田字唐崎２５８番１２の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 １２．８０メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第４２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

大洲市土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

退 任

�������
�愛媛県告示第４２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連合から次のと

おり役員が就任した旨の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

就 任

�������
�愛媛県告示第４３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松野町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成３０年４月２０日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�������
�愛媛県告示第４３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

保内町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成３０年４月２０日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�������
�愛媛県告示第４３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

大洲市土地改良区の定款の変更を認可した。

平成３０年４月２０日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県告示第４３３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 田 幸 造 松山市余戸東１丁目１２－７

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

理 事 門 屋 蔵 門 屋 藏

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

理 事 貞 徳 勇 児 貞 � 勇 児

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 裕 大洲市徳森１９８９番地７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 原 文 彰 宇和島市丸の内１丁目６番５号

〃 阿 部 道 忠 西宇和郡伊方町大�１２８２番地

監 事 松 田 治 八幡浜市保内町喜木１番耕地１２３５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 兼 � 良 二 松山市余戸東１丁目８－２５

愛 媛 県 報平成３０年４月２０日 第２９６８号

３２６
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

パソコンネットワーク学習システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

パソコンネットワーク学習システム一式（サーバー１９台、パ

ーソナルコンピュータ８５６台、プリンタ９２台、プロジェクタ２１

台、周辺機器一式、ソフトウェア一式、搬入、据付け、調整等

一式）

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

平成３０年９月１日から平成３６年８月３１日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

ア 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２９年度、

平成３０年度及び平成３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた事業者で、次の事項に該当す

るもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに、要求する仕様の機器を確実に納入で

きる体制が整備されていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守の体制が整備されていることを証明した

者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課施設管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

�愛媛県告示第４３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年４月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第１５２６７号 平成２５年
３月１３日 たかた工房 �田 良二 喜多郡内子町大瀬中央４２

７８
平成３０年
３月１２日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 下鍵山松野線

北宇和郡鬼北町大字上川９７０番１から

同大字９５３番まで
旧 ５．１～２０．０ ０．１８５

北宇和郡鬼北町大字上川９７０番３から

同大字９５３番２まで
新 １６．５～６６．６ ０．１８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
大洲市河辺町横山１６０番２から

同町横山１６３番２まで
平成３０年４月２０日

愛 媛 県 報平成３０年４月２０日 第２９６８号

３２７



監査委員告示

教育委員会告示

選挙管理委員会告示

電話（０８９）９１２―２９５１

� 入札書の受領期限

平成３０年５月３１日（木）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

平成３０年４月２０日（金）から５月８日（火）までの執務時間

中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までをいう。）に�に掲げる場所で交付する。
� 入札書の提出方法

郵送又は持参

� 開札の日時及び場所

平成３０年５月３１日（木）午前１０時

愛媛県庁第１別館１０階教育委員室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成３０年５月１０日（木）午後５時１５分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

Equipment and Related Services for Installing Terminal

Unit，for the prefectural school computer rooms（Local Area

Network），１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，３１May２０１８（tenders

submitted by mail：５：１５ p．m．，３０May２０１８）

� For further information， please contact： Facilit ies

Administration Section，High School Education Division，

Guidance Department， Ehime Prefectural Board of

Education，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２９５１

�愛媛県監査委員告示第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項の規定に

よる協議が調ったので、同条第２項の規定に基づき次のとおり告示

する。

平成３０年４月２０日

愛媛県監査委員 山之内 芳 夫

同 岡 田 清 隆

同 大 西 渡

同 梶 谷 大 治

�愛媛県教育委員会告示第５号
学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第３５条第１項の規定

により、次のとおり指定技能教育施設を廃止する旨の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

１ 技能教育のための施設の名称

松山総合高等専修学校

２ 廃止年月日

平成３０年３月３０日

�愛媛県選挙管理委員会告示第１２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

包括外部監査人矢野和弘 の 監 査 の

事 務 を 補 助 す る 者

監 査 の 事 務 を

補 助 で き る 期 間氏 名 住 所

山 崎 泰 志
香川県高松市昭和町２丁目５
番３－１０１号 Ｊ．ＣＲＥＳ
Ｔ高松昭和町

平成３０年４月２０日から
平成３１年３月３１日まで

宮 本 豪 愛媛県東温市野田１丁目７番
地７

平成３０年４月２０日から
平成３１年３月３１日まで

愛 媛 県 報平成３０年４月２０日 第２９６８号

３２８
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公営企業公告
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成３０年４月２０日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

１ 入札に付する事項

� 件名

放射線治療装置の借入れ

� 借入物品名及び数量

放射線治療装置 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成３１年３月１日から平成３７年２月２８日まで

� 借入場所

愛媛県立中央病院

（愛媛県松山市春日８３番地）

� 設置完了日

平成３１年２月２８日（木）

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成３０年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当する者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://www.pref.ehime.jp/h40180/e-bid-nyuusatsu/

�愛媛県選挙管理委員会告示第１３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成３０年４月２０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

ＬＳ２１ 中 村 時 広 西 村 舜 松山市歩行町二丁目１－６ 平成３０年３月２８日

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

栗原ひさこ後援会 西 岡 忠 志 会 計 責 任 者 小 宮 涼 子 井 上 嘉 子 平成３０年１月３１日

愛媛県理学療法士連盟 定 松 修 一 代 表 者 定 松 修 一 菊 池 健 蔵 平成３０年３月２５日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

三 谷 つ ぎ む 後 援 会 田 中 一 高 平成２９年１２月３０日

渡 部 伸 二 と 市 民 の 広 場 松 尾 京 子 平成３０年２月２４日

信 誠 会 四 国 中 央 支 部 沖 本 信 之 平成３０年３月２６日
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雑 報

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成３０年５月２５日（金）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成３０年６月５日（火）か

ら平成３０年６月６日（水）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、６月６日は午

後５時１５分まで））。

紙入札による場合は、平成３０年６月６日（水）午後５時１５分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成３０年６月７日（木）

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づ

き平成３０年５月２５日（金）午後５時００分までに提出しなければ

ならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Radiation

Therapy Equipment，１ set

� Time limit of tender：５：１５ p．m．，６ June２０１８

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�公 告

環境影響評価準備書について

環境影響評価法（平成９年６月１３日法律第８１号）第１４条第１項の

規定により、次の対象事業について環境影響評価準備書（以下「準

備書」という。）を作成したので、同法第１６条の規定により、次の

とおり公告します。

また、同法第１７条第１項の規定により、準備書の説明会を開催す

ることとしたので、併せて公告します。

なお、準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面によ

り提出することができます。

平成３０年４月２０日

電源開発株式会社

取締役社長 渡 部 肇 史

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 名 称 電源開発株式会社

� 代表者 取締役社長 渡部 肇史

� 所在地 東京都中央区銀座六丁目１５番１号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 南愛媛第二風力発電事業（仮称）

� 種 類 風力発電所の設置の工事の事業

� 規 模 総出力 最大４０，８００キロワット

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県宇和島市津島町下畑地地区

４ 関係地域の範囲

愛媛県宇和島市、愛媛県南宇和郡愛南町

５ 準備書及び要約書の縦覧場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁、宇和島市役所、宇和島市津島支所、愛南町役場

� 縦覧期間

平成３０年４月２０日（金）から平成３０年５月２１日（月）まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定す

る休日及び閉庁日は除く）

� 縦覧時間

午前９時から午後５時まで

６ 準備書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項
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� 提出期限

平成３０年６月４日（月）まで

� 提出先

〒１０４―８１６５ 東京都中央区銀座六丁目１５番１号

電源開発株式会社 環境エネルギー事業部風力事業推進室

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である準備書に記載された対象事業の

名称

ウ 準備書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７ 説明会の開催を予定する日時及び場所

� 日時 平成３０年４月２７日（金） 午前１０時より

場所 上槇集会場（愛媛県宇和島市津島町下畑地乙７３５番地

４）

� 日時 平成３０年４月２８日（土） 午後６時より

場所 僧都ふれあい交流館（愛媛県南宇和郡愛南町僧都２７９

番地）

平成３０年４月２０日 発行

愛 媛 県 報平成３０年４月２０日 第２９６８号

３３１


